
「くるめつつじ債」を発行します 

 久留米市では、身近な公共施設の建設や整備のため「くるめつつじ債」を発行し、今回は

下水道整備の資金として活用します。 

住民参加型市場公募債 

銘柄名 久留米市平成２２年度第１回公募公債 

発行額 ５億円 

発行日 平成２３年３月２５日 

償還日 平成２８年３月２５日 

償還条件 ５年満期一括償還 

利払日 毎年２回（９月２５日、３月２５日）※休日の場合は前営業日 

利率 
３月１１日（金）１６時に国債の利回りなどを参考にして決定します。 

決定後、取扱い金融機関、市財政課、市ホームページでお知らせします。 

購入条件 
久留米市内に在住または勤務する個人 

久留米市内に営業拠点のある法人・団体 

購入限度額 一人／一団体２００万円まで（１０万円単位） 

３月1４日 (月) ９時より先着順で発売（18日まで。発行額に達した時点で終了します。） 

発売場所 

○福岡銀行 

 久留米営業部、東久留米支店、花畑支店、大善寺支店、国分支店、善導寺支店、田主丸支店、 

 北野支店、久留米市庁内出張所 

○筑邦銀行 

 本店営業部、中央町支店、国道通支店、日吉町支店、荒木支店、国分支店、高良内支店、長門石支店、 

津福支店、上津支店、南町支店、十三部支店、東合川支店、大善寺支店、くしはら支店、田主丸支店 

☆発行概要 

裏面もご覧ください。 



集めたお金は何に使うの？ 
 
 「くるめつつじ債」は、身近な公共施設の建

設や整備に必要となる資金を得るため、発行

するものです。今回集めたお金は、下水道整

備の資金として活用します。 

マル優・特別マル優が利用できます 
 
 利子を受け取る際には、利子所得として

20%（所得税15%＋地方税5%）が源泉徴収さ

れます。なお、該当する方は「マル優（少額貯

蓄非課税制度）」や「特別マル優（少額公債非

課税制度）」が利用できます。詳しくは、取扱金

融機関にお問い合わせください。 
満期前の換金について 
 
 満期前でも購入された金融機関で売却す

ることができます。ただし、債券の価格は

日々変動しており、満期前の売却は売却時

の市場価格となりますので、売却価格が購

入価格を下回ることがあります。また、利払

日や償還日直前には換金できない期間もあ

りますのでご注意ください。 

振替債について 
 
 「くるめつつじ債」は、証券保管振替機構で

の振替債として発行しますので、印刷された

債券はお渡ししません。 

購入の際に必要なもの 
 
 購入手続きには、必ず購入される方ご本人が金融機関窓口におこしください。その際に必要

なものは、①購入代金 ②本人確認用の書類（運転免許証や健康保険証など） ③印鑑（通帳

届出印） ④普通預金通帳 ⑤公共債通帳（福岡銀行のみ） です。④と⑤をお持ちでない方

は、当日作成しますので不要です。  

取扱金融機関からのお知らせ 
 
■ご検討に当たっては「商品パンフレット（このチラシ）」「契約締結前交付書面」等を必ずお 

  読みください。「契約締結前交付書面」等は取扱金融機関に用意しています。 

■発行者の財務状況等の変化によっては、利払いや償還が遅延したり、不能になるリスク 

 （デフォルトリスク）、繰上償還や買入消却が行われ、当初の満期償還まで運用すること 

  ができなくなるリスクがあります。 

■債券を購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただくことになります。 

■購入いただいた債券は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。 

■購入いただいた債券には価格変動リスクがあり、中途換金する場合、売却時の市場実 

  勢によっては元本を割り込むことがあります。 

取扱金融機関 

 【商号等】                  【登録番号】             【加入協会】 

株式会社福岡銀行（登録金融機関）  福岡財務支局長（登金）第７号  日本証券業協会 

株式会社筑邦銀行（登録金融機関）  福岡財務支局長（登金）第５号  日本証券業協会 

◇「くるめつつじ債」の内容等について 

久留米市企画財政部財政課 

電話 0942(30)9117 Fax 0942(30)9703 
〒830-8520 久留米市城南町15番地3 
hｔｔｐ://www.city.kurume.fukuoka.jp 

お問い合わせ 

◇◇「くるめつつじ債」のご購入について 

福岡銀行 久留米営業部 

電話 0942（32）4431  Fax 0942(38)5189 
筑邦銀行 事務部 

電話 0942（32）5331  Fax 0942(32)0139 


